
道
路
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

平
成
二
十
六
年
五
月
二
十
七
日

参

議

院

国

土

交

通

委

員

会

政
府
及
び
関
係
者
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
じ
、
そ
の
運
用
に
万
全
を
期
す
べ

き
で
あ
る
。

一

高
速
道
路
の
安
全
性
を
確
保
す
る
た
め
、
そ
の
維
持
管
理
に
万
全
を
期
す
る
こ
と
。
ま
た
、
高
速
道
路
の
更
新
は
緊
急
度
、

優
先
順
位
の
高
い
公
共
事
業
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
最
重
点
課
題
と
し
て
位
置
付
け
、
公
費
投
入
の
検
討
も
含
め
、
そ
の
加
速

を
図
る
こ
と
。

二

協
定
及
び
業
務
実
施
計
画
に
特
定
更
新
等
工
事
を
追
加
す
る
場
合
に
は
、
コ
ス
ト
削
減
に
努
め
る
と
と
も
に
、
大
規
模
修

繕
に
つ
い
て
は
、
そ
の
内
容
を
精
査
し
、
安
易
な
将
来
世
代
へ
の
負
担
の
先
送
り
を
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。
ま
た
、
特

定
更
新
等
工
事
に
つ
い
て
、
そ
の
必
要
性
、
工
事
内
容
等
の
妥
当
性
に
関
し
て
客
観
的
評
価
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
透
明

性
を
確
保
す
る
こ
と
。

三

高
速
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
国
民
共
通
の
社
会
資
本
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
一
層
の
有
効
活
用
を
図
る
た
め
、
通
行
料

金
の
引
下
げ
、
交
通
混
雑
を
引
き
起
こ
す
こ
と
な
く
、
か
つ
利
用
度
が
画
期
的
に
改
善
さ
れ
る
路
線
等
に
お
け
る
早
期
の
無

料
化
な
ど
、
利
便
性
の
向
上
を
実
現
す
る
方
策
に
つ
い
て
、
技
術
、
運
用
、
資
金
、
制
度
面
等
、
多
様
な
角
度
か
ら
引
き
続

き
検
討
す
る
こ
と
。

四

高
速
道
路
の
利
用
実
態
の
把
握
に
努
め
、
そ
の
債
務
償
還
状
況
に
応
じ
て
、
償
還
の
繰
上
げ
に
努
め
る
こ
と
。



五

大
規
模
更
新
等
の
財
源
確
保
及
び
債
務
償
還
に
当
た
っ
て
は
、
高
速
道
路
会
社
の
経
営
に
著
し
い
影
響
を
与
え
な
い
範
囲

内
で
、
高
速
道
路
各
社
の
利
益
剰
余
金
の
活
用
等
を
図
る
な
ど
利
用
者
の
負
担
軽
減
に
努
め
る
こ
と
。

六

高
速
道
路
会
社
の
経
営
ス
リ
ム
化
を
図
り
、
建
設
債
務
の
償
還
期
間
の
短
縮
に
努
め
る
こ
と
。

七

高
速
道
路
債
務
の
償
還
満
了
後
に
お
い
て
も
維
持
管
理
費
用
に
つ
い
て
は
利
用
者
負
担
を
求
め
る
こ
と
や
、
高
速
道
路
の

混
雑
緩
和
の
た
め
の
ロ
ー
ド
プ
ラ
イ
シ
ン
グ
導
入
等
の
可
能
性
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
。

八

償
還
対
象
経
費
か
ら
用
地
費
を
除
外
す
る
こ
と
に
よ
る
償
還
期
間
の
短
縮
と
通
行
料
金
の
低
減
を
検
討
す
る
こ
と
。

九

Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
高
度
化
に
よ
り
交
通
流
動
を
最
適
化
し
、
高
速
道
路
網
の
活
用
効
率
を
よ
り
高
め
る
フ
レ
ッ
ク
ス
料
金
制
度
の

導
入
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
。

十

道
路
上
空
の
立
体
利
用
に
当
た
っ
て
は
、
周
辺
土
地
利
用
と
の
調
和
に
留
意
し
、
都
市
計
画
と
の
整
合
を
図
る
こ
と
。

十
一

道
路
の
高
架
下
の
活
用
に
当
た
っ
て
は
、
公
共
的
・
公
益
的
利
用
を
優
先
す
る
と
と
も
に
、
地
域
に
お
け
る
土
地
利
用

状
況
と
の
調
和
を
図
り
、
地
域
住
民
の
意
向
に
配
慮
す
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


